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理事長 谷 浦  稔 
 

 

組合規約一部変更の件 
 

当組合規約の一部を下記のとおり変更しましたので、健康保険法施行令第３条

第２項および組合規約第５２条の規定により公告します。 了 

 

記 

 

１．規約第 3 条（組合の事務所等）中の「〒１００－０００５ 東京都千代田

区丸の内三丁目１番１号」を「〒１００－０００５ 東京都千代田区丸の

内一丁目６番５号」へ改める。 

 

 

附 則 

(施行期日) 

この規約は、令和 6年 8 月 5日から施行する。 

 

 

 

以 上 


